
平
成
二
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

情
報
技
術
の
解
析
に
関
す
る
規
則

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
技
術
の
解
析
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
犯
罪
の
取
締
り
の
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
及
び
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
解
析
そ
の
他
情
報
技
術
の
解
析
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
情
報
技
術
の
解
析
の
基
本
）

第
二
条
　
情
報
技
術
の
解
析
に
当
た
っ
て
は
、
予
断
を
排
除
し
、
先
入
観
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
、
微
細
な
点
に
至
る
ま
で
看
過
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
情
報
技
術
の
解
析
の
対
象
が
、
公
判
審

理
に
お
い
て
証
明
力
を
保
持
し
得
る
よ
う
に
処
置
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
情
報
技
術
の
解
析
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
技
術
の
解
析
に
係
る
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
た
め
の
的
確
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
情
報
技
術
の
解
析
に
従
事
す
る
職
員
は
、

新
の
技
術
的
知
見
を
踏
ま
え
、
常
に
情
報
技
術
の
解
析
に
資
す
る
技
術
の
研
究
及
び
知
識
技
能
の
習
得
に
努
め
、
情
報
技
術
の
解
析
の
工
夫
改
善
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
絡
協
調
）

第
三
条
　
警
察
庁
、
管
区
警
察
局
、
東
京
都
警
察
情
報
通
信
部
、
北
海
道
警
察
情
報
通
信
部
及
び
都
道
府
県
警
察
は
、
情
報
技
術
の
解
析
に
関
し
相
互
に
緊
密
な
連
絡
協
調
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
警
察
等
に
よ
る
情
報
技
術
の
解
析
の
要
請
等
）

第
四
条
　
関
東
管
区
警
察
局
、
警
視
庁
、
道
府
県
警
察
本
部
若
し
く
は
方
面
本
部
の
犯
罪
捜
査
を
担
当
す
る
課
（
課
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
長
又
は
警
察
署
長
（
以
下
「
警
察
署
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
犯
罪
の
取
締
り
の
た
め

の
情
報
技
術
の
解
析
を
警
察
庁
サ
イ
バ
ー
警
察
局
、
管
区
警
察
局
情
報
通
信
部
、
四
国
警
察
支
局
情
報
通
信
部
、
東
京
都
警
察
情
報
通
信
部
、
北
海
道
警
察
情
報
通
信
部
、
府
県
情
報
通
信
部
（
県
情
報
通
信
部
を
含
む
。
）
又
は
方
面

情
報
通
信
部
の
情
報
技
術
の
解
析
を
担
当
す
る
課
の
長
に
要
請
す
る
場
合
（
犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
規
範
」
と
い
う
。
）
第
百
八
十
七
条
（
規
範
第
二
百
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
鑑
定
の
嘱
託
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
警
察
庁
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
情
報
技
術
の
解
析
に
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
要
請
を
受
け
た
情
報
技
術
の
解
析
を
担
当
す
る
課
の
長
は
、
当
該
要
請
に
係
る
情
報
技
術
の
解
析
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
要
請
に
含
ま
れ
て
い
な
い
情
報
技
術
の
解
析
が
必
要
で
あ
り
、
急
速
を
要
し
前
項
の
要
請

を
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
規
範
第
二
十
条
（
規
範
第
二
百
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
捜
査
主
任
官
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
の
求
め
に
よ
り
当
該
情
報
技
術
の
解
析
を

行
う
も
の
と
す
る
。

（
記
録
の
作
成
）

第
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
情
報
技
術
の
解
析
を
担
当
す
る
課
の
長
は
、
当
該
要
請
に
よ
る
情
報
技
術
の
解
析
の
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
技
術
の
解
析
の
対
象
の
種
類
、
名
称
、
当
該
対
象
か
ら
取
得
し
た
情
報

技
術
の
解
析
に
関
す
る
情
報
の
項
目
そ
の
他
長
官
が
定
め
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
警
察
庁
サ
イ
バ
ー
警
察
局
情
報
技
術
解
析
課
長
（
以
下
「
警
察
庁
情
報
技
術
解
析
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
、
又
は
作
成
さ
れ
た
記
録
を
集
約
し
、
整
理
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
技
術
の
解
析
に
関
す
る
事
項
の
照
会
）

第
六
条
　
警
察
署
長
等
は
、
犯
罪
の
取
締
り
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
庁
情
報
技
術
解
析
課
長
に
対
し
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
さ
れ
る
記
録
に
つ
い
て
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
技
術
に
関
す
る
情
報
の
集
約
等
）

第
七
条
　
警
察
庁
情
報
技
術
解
析
課
長
は
、
大
学
等
の
研
究
機
関
、
事
業
者
、
学
識
経
験
者
等
と
の
連
携
等
を
通
じ
、
情
報
技
術
の
解
析
に
資
す
る
技
術
に
関
す
る
情
報
を
集
約
し
、
犯
罪
の
取
締
り
、
サ
イ
バ
ー
事
案
の
防
止
対
策
、

情
報
技
術
の
解
析
の
実
施
、
技
術
的
手
法
の
開
発
並
び
に
情
報
技
術
の
解
析
に
関
す
る
研
究
及
び
教
養
に
お
い
て
適
切
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
警
察
へ
の
通
知
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
官
へ
の
委
任
）

第
八
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
技
術
の
解
析
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
長
官
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


